
 

２ 医 安 第 ９ ４ ５ 号 

令和２年１２月２８日 

 

関係団体の長 様 

 

愛知県保健医療局長 

（公 印 省 略） 

 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する

規則の公布について（通知） 

 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則が、令和

２年 12 月 28 日付けで別添のとおり公布されました。 

これにより、毒物及び劇物取締法細則、麻薬及び向精神薬取締法施行細則、大

麻取締法施行細則及び覚醒剤取締法施行細則に規定する押印を求める様式から、

「印」が削られ、令和３年１月１日から施行されます。 

つきましては、貴会員（組合員）への周知に御配慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 生活衛生部医薬安全課 

毒劇物・麻薬・血液グループ 

電 話 052-954-6305 

ﾌｧｯｸｽ 052-953-7149 

電子ﾒｰﾙ iyaku@pref.aichi.lg.jp 







以下略




